
最高裁秘書第1988号

令和4年7月4日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

ヒー 二七

L具 11最高裁判所事務総長堀田

司法行政文書開示通知書

5月31日付け（6月3日受付、第()4(） 194号）で申出のありました司法行

政文書の開示について､下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で6枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文耆には、個人識別情報（当事者の氏名等） 、公にすることにより法人等

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており、 これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号、
L

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから、 これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話()3 （4233） 524(） （直通）



日付：令和4年6月6日

ページ： ． 1/6
既済事件一覧表 集計期間 令和4年4月1日～ 令和4年4月30日

士拝裁判官

岡村和美

岡村和美

菅野博之

|三浦守

|三浦守
三浦守

|三浦守

号
１
２
３
４
５

６
７
８
９
個

番
主任鯛査官

船所寛生

能登謙太郎

能登謙太郎

堀内元城

一藤哲志

本條裕

一藤哲志

本條裕

中嶌諏訪

川崎直也

器
噸
喉
峠
犀
一
帳
峠
悟
峠
醍

件
第
・
第
第
第
第
第
第
第

第

事
一
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ

く
く
く
Ｉ
く
く
く
く
く

一
》
》
》
一
》

》

》

》

》

》

被上告人 ｜ 備考 上告受理終局日
R4．4．1

終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

上告人 ’

R4．4．1

R4｡4．1

R4．4-1

R4･4．1

R4．4．1

R4．4．1

R4．4．1

R4．4．1

R4．4．1

R4．4．1

R4．4．1

□
｜
□

決定(棄却）
－－

決定(棄却）決定(棄却） ロ
ー
□
｜
旧

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
口
一
□

町
印
馴
口
而
叫
一
叫
叫
口
宜
ｑ
口
旦
ロ
ロ
司
百
亘
旦
□

に
一
旧
□
｜
□
□
□
□
”
一
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ー
口
回
回
口
亘
到
山
口

■■

口
一
□
□

包

一

■

■■

■■

口
一
□

第2小法廷|三浦守
第2小法廷|岡村和美 決定(棄却）

決定(棄却）第2小法廷|草野耕一 罎
禮
帳
帳
》
一
帳
窄
樗
鍔
帳
帳
罎
唱
蝪
鳩
禮
謂

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
．
第

２
１
１
１
１
１
１
６
７
１
２
２
３

３
３
３
．
３

㈱
励
印
ｍ
助
伽
印
印
㈱
ゆ
ゅ
ゆ
ゆ
吻
即
吻
吻

》
》
》
蓉
諮
》
》
》
》
》
｜
》
一
》
》
》
》
》
》

R4･4･| |決定(棄却）
R4･4.6 決定(棄却）11第2小法廷草野 耕一 本條裕

'21第'小法廷山口厚 高橋祐喜 決定(棄却）R4．4．7

禧
一
儒
詫
一
甦
一
誌

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

１
１
１
１

第
第
第
第

山口厚

深山卓也

岡正晶

深山卓也

堺徹

諦
一
勢
一
讓
一
獅
讓

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

旧
一
脚
一
幅
帽

７
７
７
７

●
■
■
ロ
旬

４
４
４
４

■
■
■
■

４
４
４
４

Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ 決定(棄却）

廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

”
｜
帽

R4o4o7

山口厚 野中伸子 R4．4．7

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法
法

Ｉ
１
１
１
１
１
１
１
１

、
、
、
、
、
、
、
１
，

Ｊ
ノ
ノ
ノ
ノ
Ｊ
一
Ｊ
Ｊ
ノ

調
謂
静
溺
調
調
爾
溺
閏

９
０
１
２
３
－
４
５
６
７

１
２
２
２
２
２
２
２
２

22

第1小法廷

第1小法廷

能登謙太郎’

一藤哲志

佐野文規

川崎直也

鷹野旭

鷹野旭

野中伸子

前田志織

船所寛生

岬
蝿
口
諦
繩
蝿
一
》
》
唖
岬

R4．4．7

決定(棄却）
決定(棄却）

R4．4．7

-IR4･4．7

決定(棄却）R4．4．7

i
’

決定(棄却）７
７
７
７
７

■
■
■
■
■

４
４
４
４
４

■
■
■
■
■

４
４
４
４
４

Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(却下）

決定(棄却）令4年(オ)第360号
一一一

□｜□I

国．



日付：令和4年6月6日

ページ： 2/6
既済事件一覧表 集計期間 令和4年4月1日～ 令和4年4月30日

被上告人 備考 上告受理 終局日 終局区分

R4･4.7 決定(棄却）

７

番号 法廷 主任裁判官主任胴査官 事件番号 垂
□
塗
□
’

上告人
雷
一
一
癖
一
罐 郎太

旭
裕
謙

28 第1小法廷|岡正晶
29第2小法廷 菅野博之第2小法廷29

鍔
一
梶

７
１
３
１
第
第
〕
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
４
３

今
わ
く
洞 ８

■
■
４
４

■
■

４
．
４

Ｒ
Ｒ 決定(棄却） □ ■

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

130第2小法廷 三浦守 令3年(オ)第1243号 R4．4．8

R4．4．8

R4．4．8

R4．4p8

R4･4．8

R4．4･8

R4．4．8

□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
口
□
｜
□

□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□
口
一
口
一
口
一
□

草野耕一 一藤哲志

三浦守 佐野文規

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

号
号
棚
渦
号
号
娼
得
喝

第
第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

４
６
１
４
９
０
３

１
１
．
７
９
１
２
２

密
一
密
一
輔
輔
帝
輔
§
一
需

今
面
容
祠
琴
や
．
〈
わ
．
《
わ
《
祠
・
今
祠

３
》
３
’
４
４
４
４
｝
４

訓
一
蛇

調
一
弧
弱
一
妬
師
．
犯

零
一
蹄
一
幸

蹄

一

蹄

零

詐
一
繧
一
守
一
罐

一
準
一
誹

潅
一
瞬

瞬
一
窓

一
諦
一
搾
一
畷

癖
一
瞬

I

幸

R4．4．8

罎
一
窄
椙
一
幅
帳
↓
罎
媚
帳
需
罎
号
悟
窄
蝪
帽
鰐

２
２
２
３
１
．
２
２
２
３
３
７
－
１
１
１
１
２

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

》
吋
儒
蹄
鋤
啼
吋
蜘
蝿
吋
一
輔
端
一
諦
蹄
鋤

吋

今
而
今
祠
《
祠
〈
洞
《
わ
《
わ
《
わ
《
ｍ
く
わ
今
祠
容
や
一
両
二
ｍ
《
わ
《
わ
く
洞

R4．4.．8

R4．4．8
戸

第2小法廷｜三浦守 決定(棄却）39 □ □

401第2小法廷菅野博之
41 1第2小法廷|岡村和美

決定(棄却）

決定(棄却）

R4･4．8

R4．4．8

R4･4．8 叫
口
一
町
。
互
旦
ｄ
一
口
ｄ

□
□
□
□
｜
口
一
□
｜
□
□
□

□

□
｜
□

第3小法廷渡邉惠理子高橋祐喜

一

第3小法廷林道晴 船所寛生

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．4．1242

R4．4占12

R4．4.．12

R4．4．12

R4．4．12

43

廷
廷
法
法
小
小
３
３
第
第

４
５
４
４

林道晴 ｜川崎直也
渡邉惠理子船所寛生

決定(棄却）

決定‘(棄却）

妬

切

幅

“
Ｇ
◆

|国 ’廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

３
３
２
１

第
第
第
第

壼
一
壼
一
零
一
華

塾
一
罫

一
詐
一
識

船所寛生

熊谷大輔

決定(棄却）
－

決定(棄却）決定(棄却）

決定(棄却）

R4．4．12

R4．4．13

R4－4．14

一－

R4．4．14

R4．4．14

R4 ･4･14

R4．4．14

｜
□
｜
□
｜
口
一
□
□

□

鷹野旭

中嶌諏訪 決定(棄却） ■

介

晶
亮
正
浪
岡
安
廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

０
１
５
５

龍
一
藷
一
癖

龍

楯
蝿
一
翠
一
繧

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
且
口
旧

52第1小法廷|安浪亮介
53第1小法廷|山口厚

決定(棄却）

決定(棄却）

●

豊中市



日付：令和4年6月6日

ページ： 3/6

歩

既済事件一覧表 集計期間 令和4年4月1日～ 令和4年4月30日

被上告人 T番号 法廷主任裁判官｜主任鯛査官 事件番号 備考 ’上告受理終 終局区分 憲法少数

檗却） ｜□□■
上告人 局日

54第1小法廷|山口厚 熊谷大輔令4年(ｵ)第412号
55第2小法廷|岡村和美本條裕 ｜令3年(ｵ)第1456福

56第2小法廷菅野博之 船所寛生令3年(オ)第1575長

57第2小法廷草野耕一 高橋祐喜令4年(オ)第146号

58第2小法廷草野耕一前田志織令4年(オ)第184号

岡村和美

菅野博之

草野耕－

草野耕一

本條裕

船所寛生

高橋祐喜

前田志織

第2小法廷

第2小法廷

滑滑喜号
４６

オオオ

４４３

決定(棄却）R4．4･14

R4．4．15

R4･4・15

決定(棄却）

決定(棄却）

草野耕－

草野耕一

岡村和美

岡村和美

網田圭亮

川崎直也

熊谷大輔

川崎直也

号
号
号
号

５
．
７

１

８

５

５

脚
幅
一
岬
旧
加
犯
調
弱

第
第
第
第
第
第
第
第

７
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
く
。
く
く

年
年
年
年
年
年
年
年

３

４
４
４
４

〈
祠
〈
両
く
れ
今
祠
今
わ
く
わ
く
祠
〈
祠

□
｜
□

□
｜
□

一
□
｜
□
｜
□

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．4．15

R4．4．15

■
一
一
口
一
一
■R4･4.15 決定(棄却）唾

錘
窪
一
嘩

詞
詞
詞
一
割

５
６
６
６

９
０
１
２

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

上告取下げ

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．4．15

R4-4．15

R4．4．15

R4．4．18

R4．4．19

R4．4．19

ロ
｜
□
に
口
口
ロ
ー
□
｜
□

旧
‐
一
口
詞
ロ
ー
ロ
ー
□
”
□

一

圭
一
寛
諏
祐
謙
哲
圭
圭

祁
一
”
轤
醗
識
燕
緬
繩
子
子

一
政
郎
也
政
理
理

晴
晴
安
三
克
安
惠
惠

権
権
一
牽
壼
一
蕾
識
一
錘
濯

毒
一
筆
鏑

辮
霊
毒

圭

廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

Ｉ
１
１
１
１
ｌ

、
、
、
、
。
、
、

ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
Ｊ

３
３
３
３
３
３

第
第
第
第
第
第

令4年(オ)第459号３
４
５
６
７
８

６
６
６
６
６
６

号
号
９
７
０
４
１
２
１
１
第
第
７
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

今
而
今
而

R4･4．19

R4･4･19

1R4･4･19
－

IR4･4･19

R4．4．19

R4．4．19

喜 媚
帽
一
号
喝

５
６
６
ゞ
３

１
１
８
１

第
第
第
第

〕
７
Ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
：
年

３
３
４
４

〈
祠
今
而
今
而
．
今
や

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

口
一
□
｜
□

且
□
｜
口
口
百□

69第3小法廷渡邊惠理子一

70第3小法廷渡邉惠理子

□

亮 ｜令4年(オ)第134号

決定(棄却）

□

巨
言
宮
言

８
６
６
７

１
１
第
第
』
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
４
４

今
祠
今
石

第3小法廷|長嶺安政 ｜中罵諏訪
第3小法廷|渡邊惠理子|中嶌諏訪

71 □｜■

72 1第3小法廷 R4．4．19 □ ■

喜
亮
志
生
毅
史

祐
裕
圭
哲
旭
寛
厚
智

橋
條
田
藤
野
所
谷
永

高
本
網
一
鷹
船
脚
！
松
Ｌ一

子
子

也
理
政
郎
理
也
政

郎

醇
認
》
壼
一
垂
蓉
窪
産

宇
渡
長
戸
渡
宇
長
戸

窪
津
罐
Ｊ
錘

錘
錘
窪
窪

Ｉ
１
１
１
１
１
１
ｌ

、
、
、
、
、
、
、
１

Ｊ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
Ｊ

３
３
３
３
３
３
３
３

第
第
第
第
第
第
第
第

廷
廷
法
法
小
小
３
３
第
第

戸倉三郎

渡邉恵理子

宇賀克也船所寛生

長嶺安政神谷厚毅

号
号
号
号
号
号
号
号

９
．
８
３
２
６
０
３
１

９
０
３
５
８
１
１
２

１
２
２
２
２
３
３
３

第
第
第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

鞠

諦

錨

輪

幹

韓

鞆

密

４
４
４
４
４
４
４
．
４

《祠

《
両
今
わ
く
わ
《
や
く
わ
《
祠
云
祠

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(却下）

決定(棄却）

決定(棄却）
一 一

決定(棄却）

決定(棄却）

沌
一
刈
一
だ

R4．4．19

R4．4．19

R4．4．19

R4．4．19

R4p4・19

R4．4-19

R4．4．19

R4．4．19

□
｜
□
□
□
｜
口
一
口
口
口
一
□

一

ロ
｜
□
□
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

’
６
７
７
７

国
78

79

80 国

、

千葉県



日付： 令和4年6月6日

ページ： ゞ 4/6
既済事件一覧表 集計期間 令和4年4月1日～ 令和4年4月30日

備考 上告受理終局白一 終局区分 ｜憲法

R4･4･21 1決定(棄却） ｜□
R4･4･21 |決定〈棄却) ID
一 一一入

ロ…！ ｜決定(棄却） ｜□

IR4o"21 1決定《棄却） □
IR4｡4･21 決定(棄却） □
R4･4･21 1決定(棄却） □
”4．4．21 |決定(棄却） □

R4．4･21 決定(棄却） □

R4･4･21 決定(棄却） □

R4．4．21 決定(棄却） □

R4.4.21 決定(棄却） □

R4-4･21 決定(棄却） □

R4.4.21 決定(棄却) □

R4.4.21 決定(棄却） □

決定(棄却）

決定(棄却）

孝仔裁判官

山口厚

安浪亮介

主任囮杏官

本條裕

野中伸子

能登謙太郎

塾
□
｜
□
｜
□

事件番号

令3年(オ)第1095号

令3年(オ)第1227号

令3年(オ)第1328号

枝上告人需
一
副
一
距
一
“

廷
廷

廷
法
法

法
小
小
１
１
第
第

上告人

深山卓也第1小法廷

県崎宮

号
号
号
号
号
・
§

９
７
２
０
９

２
３
２
４
２
号

》
御
鐸
》
》
一
癖
§

く
く
く
く
く
辱

藷
》
》
》
》
一
郭

郎
太
子
規
織
城

嫌
伸
文
裕
志
元

耀
蕊
趨
一
轄
細
榊

也
也
也

卓

卓

卓

晶

山
徹
山
徹
山

正

深
堺
深
堺
深
岡

廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
、

ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ

ゴ
Ｉ
罰
Ｉ
ヨ
ー
勺
Ｉ
１
－
『
’

第
第
第
第
第
第

４
．
５
６
７
８
９

８
８
８
８
．
８
８

１
催
１
１
１

深山卓也

堺徹廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

87

誠
一
89第1小法廷岡正晶堀内元城

□

諏

一

霊

90第1小法廷山口厚 堀内元城

91第1小法廷深山卓也 一藤哲志

92第1小法廷岡正晶 ｜前田志織

93第1小法廷深山卓也 ｜森田亮
94第1小法廷深山卓也 ｜佐野文規

岡正晶

山口厚

深山卓也

議一輔一榊

率

第1小法廷 深山卓也

鱈

蝪
唱
唱
唱
傳
蝪

第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

Ｉ
く
く
ｌ
Ｉ
く

オ
オ
オ
オ
オ
オ

ー
１
１
１
２
２

２
．
４
５
７
２
２

》
》
・
》
》
｜
》
》一
騨
露

第1小法廷 堺徹

堺徹

一
鏥
需

決定(棄却）R4．4．2195 酬究
,轄＃

玉
二三

剤
□ ■

山司り寺

第1小法廷 令4年(オ)第230号 決定(棄却）R4．4．2196 □ □

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

１
１
１
１

第
第
第
第

岡正晶

山口厚

深山卓也

安浪亮介

繕
一
讓
一
鞭
一
雑
一
癖
一
審

銅
一
誌

裕
一
裕
一
旭
一
麹

鴫
↓
｜
程
帽
罎
鋸

巍
一
謎
巍
謡
零

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

け
け
は
一
吋
吋

年
年
年
一
年
年

４
４
４
－
４
４

〈
わ
《
わ
《
洞
云
わ
』
〈
わ

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．4．21

R4･4．21

R4．4｡21

R4･4･21

R4．4．21

R4．4も21

R4．4．21

R4．4．21

R4．4･22

師
一
兜
一
兜
一
価

ロ
ー
ロ
ロ
ロ
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

口
一
口
ロ
ロ
ロ
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

■’

101第1小法廷安浪亮介

102第1小法廷岡正晶 号
号
号
蝪
唱

０
３
６
５
９

５
５
５
１
１

４
４
４
１
１

第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ

〕

ｊ

オ
オ
オ
ｆ
オ
オ

く
く
く
く
ｌ

年
年
年
一
年
年

４
４
４

３
３

今
而
く
わ
今
市
二
洞
《
わ

’
1

健
一
峰

１
－
１

第
一
第

山口厚

深山卓也

前田志織

中嶌諏訪

103

104

第2小法廷 三浦守 高橋祐喜
］

岡村和美能登謙太郎

高橋祐喜

能登謙太郎

105

’106第2小法廷 検事総長 R4．4．22 . 1決定(棄却）

り

国

兵庫県



日付：令和4年6月6日

ページE 、 5/6
既済事件一覧表 集計期間 令和4年4月1日～ 令和4年4月30日

主任裁判官主任個査官 ‘ 事件番号

三浦守 ｜能登謙太郎令3年(オ)第1295能登謙太郎 令3年(オ)第1295

備考 上告受理終局日被上告人 終局区分 憲法少数番号 法廷

107第2小法廷

108第2小法廷第2小法廷

上告人

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却〉

決定(棄却）

決定(棄却）

号

令3年(オ)第1317号

L－ －

令4年(オ)第85号

令4年(オ)第158号

令4年(オ)第317号

令4年(オ境329号

令4年(オ)第358号

令4年(オ)第370号

R4．4．22

R4．4．22

4

R4．4．22

R4．4．22

R4･4･22

R4．4．22

R4－4－22

R4･4．22.

R4．4･26

R4．4画26

R4．4-26

R4．4．26

R4．4．26

R4･4･26'

R4．4．26

R4･4･26

R4P4･26

R4．4．26

R4．4．26

R4．4－26

R4．4．26

R4．4．26

R4．4．26

R4．4．26

R4．4･28

R4･4o28

□』□
一一

高橋祐喜

野中伸子

手
一
手第2小法廷

□ □

． 109

110

卜

111

112

113

囲
魎 ’

岡村和美

草野耕一

松永智史

鷹野旭

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

守
守
浦
浦

一
一
一
一
一
一

松永智史

船所寛生

「 草野耕一 川崎直也

野中伸子

野中伸子

第2小法廷 決定(棄却）

決定(棄却）

114 □ ■

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

Ｉ
１
１
１
１

、
、
、
、
、

ノ
ノ
ノ
ノ
ノ

３
３
３
３
３

第
第
第
第
第

５
６
７
８
９

１
１
１
１
１

１
１
１
１
１

－
」
Ｉ
ｌ
‐

□｜□霊
壼
一
藷

弛
一
軸
一
趣

令3年(オ)第1260号

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

窄
一
鍔
》
》
鑑
峠
》

評
一
詞
罫
調
窺
窮
謂

冷
冷
令
ｌ
令
令
令
令

年
年
年
年
年
年
年

ノ
ー
、
〃
Ｊ
１
、
ノ
ー
、
、
〃
ｆ
Ｌ
、
〃
リ
ー
、
Ｊ
ｒ
ｌ
、
．
〃
１
１
、

ｑ
ｌ
ノ
、
１
〃
〃
、
冊
ｊ
〃
Ｆ
、
皿
Ｊ
〃
、
１
Ｊ
ク
、
６
Ｊ
〃
、
Ｅ
Ｊ
ク

オ
オ
オ
オ
オ
オ
オ

３
．
３
３
３
３
３
３

癖
職
誌
醗
誌
裕
一
燕

辮
一
轤
燕
燕
燕
捧
一
蝿

一藤哲志

－藤哲志

□□

□1口

渡邉恵理子 |■ ■

渡邉惠理子 決定(棄却） ■ ■

渡邉惠理子120第3小法廷 決定(棄却） ■ ■

壼
藷
霊
一
読

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

３
３
３
３

第
第
第
第

１
２
３
４

２
２
２
２

１
１
１
１

一
一 廷

廷

法

法

小
小
３
３
第
第

２
３
２
２

１
１

三郎

克也

安政

安政

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
口
一
口
一
□

□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□

□

本條裕

一藤哲志

喝
・
碍
唱
唱
唱
搗
一
壜
碍

沁
調
蛇
調
卵
諏
一
的
埋

第
第
第
第
第
第
一
第
第

；
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
Ｌ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く
、
く
く
ｌ

年
年
年
年
年
一
年
年
年

４
４
４
，
４
４

４
４
４

〈
わ
《
而
今
や
呑
市
今
や
岑
祠
《
わ
《
わ

第3小法廷|宇賀克也 熊谷大輔 決定(棄却）125 ■’

６
７
２
２

１
１

卜

林道晴

宇賀克也

噸
噸
一
雑
一
癖
一
獅
一
窪

一誰

川崎直也

鷹野旭

睡旭

裕
一
罐
睦
一
認

樗

第3小法廷 決定(却下）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

第3小法廷

長嶺安政 ’本條裕

林道晴 佐藤政達

郵晴
道

麺
馳
一
厚

嶺

嶺
山
口

長
林
長
深
山

廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法

Ｉ
１
１
１
１

、
、
。
、
、
、

〃
ノ
ノ
ノ
ノ

３
３
３
１
１

第
第
第
第
第

深山卓也

畑
一
四

□｜□
130

131

132

号
号
２
９
０
１
５
５

１
１
第
第
；
７
オ
オ
Ｉ
く
年
年
３
３

今
や
今
祠

｜能登謙太郎
山口厚 高橋祐喜

ザ



日付；令和4年6月6日

ページ： 、6/6
既済事件一覧表 集計期間 令和4年4月1日～ 令和4年4月30日

－ユ

法廷主任裁判官

第1小法廷|山口厚

羊仔囮査官

船所寛生
」

事件番号

令3年(オ)第1531号

令3年(オ)第1595号

令3年(オ)第1606号

令3年(オ)第1641号

備考 i上告受理 終局日番号

133

134

．135

上告人 被上告人 終局区分 垂
□
響
」
号
一
口
一
口
一
口
亘
号

I

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）決定(棄却）

R4．4．28

R4･4．28

R4｡4･28

R4･4．28

－

R4｡4･28

Ｉ

！第1小法廷|深山卓也 ｜中嶌諏訪
第1小法廷|岡正晶 堀内元城

口
一
□

決定(棄却）山口厚 船所寛生

安浪亮介一藤哲志

第1小法廷

第1小法廷

R4"4．28 1決定(棄却）136 ■

号
号
号
号
号
号

２
２
５
５
３
９

４
１
０
２
，
８
０

１
２
３
３
３
４

第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
・
く
く

く
↑
Ｉ

年
年
年
年
年
年

４
４
４
．
４
４
４

令
令
令
令

令
令

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却） ・

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

137

138

139

140

141

142

143

144

145

R4･4．28

R4．4．28

R4．4．28

R4･4528

R4．4b28

R4･4．28

R4．4．28

□
｜
｜
■

辞
一
池
一
幅
一
窪
一
細
一
轤
琿
一
露

’第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

岡正晶

岡正晶

堺徹

安浪亮介

堺徹

深山卓也

堺徹

堺徹

伸子

一彦

諏訪

謙太郎

志織

諏訪

諏訪

大輔

■
｜
□

口
一
口
一
口
｜
□

口
一
口号

号
号
号
号
号

５
８
１
３
２
４

１
１
６
７
８
１

４
４
４
４
４
５

第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
Ｊ
１
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
１
く
く
く

年
年
年
年
年
年

４
４
４
４
４
４

《
洞
《
わ
く
わ
《
や
く
わ
《
わ

□R4.4.28 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．4．28

R4．4．28

□□

□｜□第1小法廷|山口厚 ｜山本拓146

第'小法廷|堺徴
第1小法廷堺徹

鷹野旭

船所寛生
|R…8決定(棄却）
R4･4･28 決定(棄却7

147

148

□ ■

□｜□

国


